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議案第２５号  

 

   市道楠浜北条線道路改良事業に伴う予讃線伊予三芳駅構内三芳こ線橋新    

設工事委託に関する変更協定の締結について  

 

 市道楠浜北条線道路改良事業に伴う予讃線伊予三芳駅構内三芳こ線橋新設工事委託

について、次のとおり変更協定を締結するため、西条市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（平成１６年西条市条例第４８条）第２条の規定

により、議会の議決を求める。  

 

  平成３１年２月２６日提出  

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 協定の目的  

市道楠浜北条線道路改良事業に伴う予讃線伊予三芳駅構内三芳こ線橋新設工事

委託に関する協定の一部変更  

 

２ 協定の金額  

変更前 ３７０，０２７，０００円  

  変更後 ３５０，６０６，３６０円  

 

３ 増減額  

  △ １９，４２０，６４０円  

 

４ 協定の相手方  

香川県高松市浜ノ町８番３３号  

   四国旅客鉄道株式会社  

    代表取締役社長 半 井 真 司  
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提案理由  

 市道楠浜北条線道路改良事業に伴う予讃線伊予三芳駅構内三芳こ線橋新設工事委託

に関する変更協定の締結について、議会の議決を求めるものである。 

 

関係法令  

 西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例  

 （議会の議決に付すべき契約）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６条第１

項第５号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億

５，０００万円以上の工事又は製造の請負とする。  
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議案第２６号  

 

   西条市アウトドア活動拠点施設の指定管理者の指定について  

 

 西条市アウトドア活動拠点施設の指定管理者を次のように指定する。  

 

  平成３１年２月２６日提出  

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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施設の名称  指定管理者となる団体  指定の期間  

西条市アウトド

アオアシス石鎚  

大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町 

一丁４１番地６ 

株式会社モンベルホールディングス 

代表取締役 辰 野 岳 史  

平成３１年７月 １日から 

平成３４年３月３１日まで  
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提案理由  

西条市アウトドア活動拠点施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるもの

である。  

 

関係法令  

 地方自治法  

（公の施設の設置、管理及び廃止）  

第２４４条の２ （略） 

２ （略）  

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要がある

と認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通

地方公共団体が指定するもの（以下本条及び第２４４条の４において「指定管理者

」という。）に、当該公の施設の管理を行わせることができる。  

４ （略）  

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。  

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当

該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。  

７～１１ （略）  
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議案第２７号  

 

西条市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例について  

 

西条市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例を次のように定める。  

 

平成３１年２月２６日提出  

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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西条市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第２６０条の２第１項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体（以下

「認可地縁団体」という。）に係る印鑑（以下「認可地縁団体印鑑」という。）の

登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（登録資格） 

第２条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者

（認可地縁団体において次の各号に掲げる者が選任されている場合にあっては、

当該各号に定める者。以下「代表者等」という。）とする。 

(1) 地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号。以下「法施行規則」と

いう。）第１９条第１項第１号ヘに規定する職務代行者 

(2) 法第２６０条の９に規定する仮代表者 

(3) 法第２６０条の１０に規定する特別代理人 

(4) 法第２６０条の２４又は第２６０条の２５に規定する清算人 

（登録申請） 

第３条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等（以下「登録申請者」と

いう。）は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑

登録申請書（以下「登録申請書」という。）により市長に申請しなければならない。 

２ 前項の場合において、登録申請書に押印する登録申請者の印鑑は、西条市印鑑条

例（平成１６年西条市条例第１５３号）の定めるところにより登録されている登

録申請者の個人の印鑑（登録申請者が市内に住所を有しない場合にあっては、当

該登録申請者の住所地の市町村（特別区を含む。以下同じ。）に登録されている印

鑑。以下「登録個人印鑑」という。）とし、当該登録個人印鑑の印鑑登録証明書を

添付しなければならない。 

（登録） 

第４条 市長は、前条の規定により認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、

登録申請書の記載事項及び印影と当該認可地縁団体につき法施行規則第２１条第

２項の規定により作成された台帳（以下「地縁団体台帳」という。）の記載事項並

びに登録個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項及び印影とを照合するととも

に、登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、適当と

認めるときは、当該認可地縁団体印鑑を登録するものとする。 

（登録印鑑） 

第５条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、一の認可地縁団体につき１

個に限るものとする。 

２ 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当す
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る場合は、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。 

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの 

(2) 印影の大きさが一辺の長さ８ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の

長さ３０ミリメートルの正方形に収まらないもの 

(3) 印影が不鮮明なもの 

(4) 前３号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑として登録することが適当で

ないと認めるもの 

（登録原票） 

第６条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票（以下「登録原票」という。）を備え、

印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。 

(1) 登録番号 

(2) 登録年月日 

(3) 認可地縁団体の名称 

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地 

(5) 認可地縁団体の認可年月日 

(6) 代表者等の登録資格 

(7) 代表者等の氏名 

(8) 代表者等の生年月日 

(9) 代表者等の住所 

２ 市長は、前項各号に掲げるもののほか、登録原票に認可地縁団体印鑑の登録及び

証明に関し必要と認める事項を登録することができる。 

（登録証明書の交付） 

第７条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、認可地縁団体印鑑登録証

明書（以下「登録証明書」という。）の交付を受けようとするときは、登録を受け

ている認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書（以

下「登録証明書交付申請書」という。）により市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により登録証明書の交付申請があったときは、登録証明書交

付申請書の記載事項及び印影と地縁団体台帳の記載事項並びに登録原票の登録事

項及び印影とを照合するとともに、登録証明書交付申請書に記載されている事項

その他必要な事項について審査し、適当と認めるときは、当該申請者に登録証明

書を交付するものとする。 

（登録証明書の記載事項等） 

第８条 登録証明書は、登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明す

るものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 認可地縁団体の名称 

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地 
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(3) 代表者等の登録資格 

(4) 代表者等の氏名 

(5) 代表者等の生年月日 

２ 市長は、登録証明書を交付するときは、その末尾に登録原票に登録されている印

影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。 

（登録の廃止） 

第９条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、当該認可地縁団体印鑑の

登録を廃止しようとするときは、登録を受けている認可地縁団体印鑑を押印した

認可地縁団体印鑑登録廃止申請書（以下「登録廃止申請書」という。）により、市

長に申請しなければならない。 

２ 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、登録を受けている認可地縁団

体印鑑を亡失したときは、前項の規定にかかわらず、登録廃止申請書に登録個人

印鑑を押印し、当該登録個人印鑑の印鑑登録証明書を添付して、速やかに市長に

当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。 

３ 市長は、前２項の規定により認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったとき

は、審査し、適当と認めるときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するもの

とする。 

（登録事項の修正） 

第１０条 市長は、法第２６０条の２第１１項の規定により登録原票の登録事項（認

可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。）に係る変更の届出があったとき

は、職権によりこれを修正するものとする。 

（登録の抹消） 

第１１条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職権により認可地縁団体

印鑑の登録を抹消するものとする。 

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の登録資格に変更が生じた場

合 

(2) 法第２６０条の２０の規定により認可地縁団体が解散した場合 

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑とし

て登録していることが適当でないと認める場合 

(4) 前３号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生

じたことを知った場合 

２ 市長は、前項第３号又は第４号の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消した

ときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等に対し、認可地縁団

体印鑑登録抹消通知書によりその旨を通知するものとする。 

（代理人による申請） 

第１２条 法施行規則第１９条第１項第１号トに規定する代理人を置いている認可地
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縁団体は、代表者等の委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人により第３条

第１項、第７条第１項又は第９条第１項若しくは第２項の規定による申請を行う

ことができる。 

２ 前項の場合において、第３条第１項、第７条第１項並びに第９条第１項及び第２

項中「代表者等」とあるのは「代表者等の代理人」と読み替えるものとする。 

（登録等申請者の本人確認） 

第１３条 市長は、第３条第１項、第７条第１項又は第９条第１項若しくは第２項の

規定による申請があったときは、当該申請者が認可地縁団体の代表者等本人であ

ること、又は前条第１項に規定する代理人本人であることを確認しなければなら

ない。 

（閲覧の禁止） 

第１４条 市長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を

閲覧に供してはならない。 

（質問調査） 

第１５条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し関係者に対して質

問し、又は必要な事項について調査することができる。 

（西条市行政手続条例の適用除外） 

第１６条 この条例に基づく処分（手数料に関する処分を除く。）その他公権力の行

使に当たる行為については、西条市行政手続条例（平成１６年西条市条例第１４

号）第２章及び第３章の規定は、適用しない。 

（委任） 

第１７条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

http://www1.g-reiki.net/shikokuchuo/reiki_honbun/r023RG00000020.html#l000000000
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提案理由  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定に基づく市

長の認可を受けた地縁による団体に係る印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め

るため、所要の条例を制定しようとするものである。  
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議案第２８号  

 

西条市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて  

 

西条市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。  

 

平成３１年２月２６日提出  

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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西条市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  

西条市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１６年西条市条例第３１号）

の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。  

改正後  改正前  

（正規の勤務時間以外の時間における

勤務）  

（正規の勤務時間以外の時間における

勤務）  

第８条 （略）  第８条 （略）  

２ （略）  ２ （略）  

３ 前項に規定するもののほか、同項に

規定する正規の勤務時間以外の時間に

おける勤務に関し必要な事項は、規則

で定める。  

 

附 則  

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  
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提案理由  

本市職員の勤務条件を国家公務員に準じ変更するため、所要の条例改正を行おう

とするものである。  
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議案第２９号  

 

西条市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

 

西条市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

める。  

 

平成３１年２月２６日提出  

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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西条市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例 

西条市職員の自己啓発等休業に関する条例（平成２９年西条市条例第１２号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（大学等教育施設） （大学等教育施設） 

第４条 法第２６条の５第１項の条例で

定める教育施設は、次に掲げる教育施

設とする。 

第４条 法第２６条の５第１項の条例で

定める教育施設は、次に掲げる教育施

設とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 学校教育法第１条に規定する学校

以外の教育施設で学校教育に類する

教育を行うもののうち、当該教育を

行うにつき他の法律に特別の規定が

あるものであって同法第１０４条第

７項第２号の規定により大学又は大

学院の課程に相当する教育を行うと

認められた課程を置く教育施設（自

己啓発等休業をしようとする職員が

当該課程を履修する場合に限る。） 

(2) 学校教育法第１条に規定する学校

以外の教育施設で学校教育に類する

教育を行うもののうち、当該教育を

行うにつき他の法律に特別の規定が

あるものであって同法第１０４条第

４項第２号の規定により大学又は大

学院の課程に相当する教育を行うと

認められた課程を置く教育施設（自

己啓発等休業をしようとする職員が

当該課程を履修する場合に限る。） 

(3)、(4) （略） (3)、(4) （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の西条市職員の自己啓発等休業に関する条例第４条第２号

に規定する課程には、学校教育法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第４

１号）による改正前の学校教育法（以下この項において「旧学校教育法」という。

）第１０４条第４項第２号の規定により旧学校教育法第８３条に規定する大学（

当該大学に置かれる旧学校教育法第９１条に規定する専攻科及び旧学校教育法第

９７条に規定する大学院を含む。）の課程に相当する教育を行う課程として認めら

れていた課程を含むものとする。 
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提案理由  

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の一部が改正されたことに伴い、条例で

引用している条項の移動が生じるため、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

関係法令  

学校教育法  

第１０４条 （略） 

２～６ （略） 

７ 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、文部科学大臣の定めるところによ

り、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。 

(1) （略） 

(2) 学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行

うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学又は大学院

に相当する教育を行うと認めるものを修了した者 学士、修士又は博士 
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議案第３０号 

 

西条市特別会計条例の一部を改正する条例について  

 

西条市特別会計条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

平成３１年２月２６日提出  

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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西条市特別会計条例の一部を改正する条例 

西条市特別会計条例（平成１６年西条市条例第５０号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２０９条第２項の規定に基

づき、次の各号に掲げる特別会計を当

該各号に定める目的のため設置する。 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２０９条第２項の規定に基

づき、次の各号に掲げる特別会計を当

該各号に定める目的のため設置する。 

(1)～(9) (略) (1)～(9) (略) 

 (10) 住宅新築資金等貸付事業特別会

計 住宅新築資金等の償還に関する

事業 

(10) (略) (11) (略) 

(11) (略) (12) (略) 

(12) (略) (13) (略) 

(13) (略) (14) (略) 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 西条市住宅新築資金等貸付事業特別会計に係る平成３０年度の出納整理及び決算

の事務については、この条例による改正後の西条市特別会計条例の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際この条例による改正前の西条市特別会計条例の規定に基づく

西条市住宅新築資金等貸付事業特別会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、

西条市一般会計に帰属するものとする。 

 



 

25 

提案理由  

住宅新築資金等貸付事業の原資である公債費の償還が平成３０年度末をもって終

了することに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。  
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議案第３１号  

 

西条市手数料条例の一部を改正する条例について  

 

西条市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

平成３１年２月２６日提出  

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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西条市手数料条例の一部を改正する条例  

西条市手数料条例（平成１６年西条市条例第５５号）の一部を次のように改正す

る。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。  

改正後  改正前  

別表第１（第２条関係）  別表第１（第２条関係）  

種類  単位  金額  摘要  

１～６２ （略)    

６３ 用途地域

等における建

築等許可の申

請に対する審

査      

１件

につ

き 

１９９，００

０円（建築基

準法（昭和２

５年法律第２

０１号）第４

８条第１６項

第１号に該当

する場合にあ

っては１３２

，０００円、

同項第２号に

該当する場合

にあっては１

６９，０００

円）  

 

６４～１０４  

（略）  

   

１０５ 建築物

の一時的な用

途の変更の許

可の申請に対

する審査  

１ 件

に つ

き 

１３５，００

０円（用途を

変更して特別

興業場等とす

る場合にあっ

ては、１８１

，０００円) 

 

１０６ （略）     

１０７ （略）     
 

種類  単位  金額  摘要  

１～６２ （略)    

６３ 用途地域

等における建

築等許可の申

請に対する審

査 

１件

につ

き 

１９９，００

０円    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

 

６４～１０４  

（略）  

   

  

 

 

 

 

 

 

  

１０５ （略）     

１０６ （略）     
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１０８ （略）     

１０９ （略）     

１１０ （略）     

１１１ （略）     

１１２ （略）     

１１３ （略）     

１１４ （略）     

１１５ （略）     

１１６ （略）     

１１７ （略）     

１１８ （略）     

１１９ （略）     
 

１０７ （略）     

１０８ （略）     

１０９ （略）     

１１０ （略）     

１１１ （略）     

１１２ （略）     

１１３ （略）     

１１４ （略）     

１１５ （略）     

１１６ （略）     

１１７ （略）     

１１８ （略）     
 

附 則  

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）の施

行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 
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提案理由  

建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）が施行されること

に伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。  

 

関係法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）  

（手数料）  

第２２７条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のために

するものにつき、手数料を徴収することができる。  

（分担金等に関する規制及び罰則）  

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこ

れを定めなければならない。（以下略）  

２、３ （略） 
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議案第３２号 

 

西条市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例について  

 

西条市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

平成３１年２月２６日提出  

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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西条市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例  

西条市公民館設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第８８号）の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。  

改正後  改正前  

別表第１（第２条関係）  別表第１（第２条関係）  

名称  位置  

（略）   

西条市氷見公民

館 

西条市氷見乙１１２０

番地２  

（略）   
 

名称  位置  

（略）   

西条市氷見公民

館 

西条市氷見乙１０００

番地１  

（略）   
 

附 則  

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  
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提案理由  

西条市氷見公民館の建て替え工事完了に伴い、施設の位置を同公民館仮施設から

新公民館へ変更するため、所要の条例改正を行おうとするものである。  
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議案第３３号  

 

西条市公共施設使用料減免条例の一部を改正する条例について  

 

西条市公共施設使用料減免条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

平成３１年２月２６日提出  

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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西条市公共施設使用料減免条例の一部を改正する条例  

西条市公共施設使用料減免条例（平成１６年西条市条例第１１５号）の一部を次

のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。  

改正後  改正前  

別表（第２条関係）  別表（第２条関係）  

１～４８  （略）  
 

１～４８  （略）  

４９  西条市石鎚山ハイウェイオア

シス館  
 

備考 （略）  備考 （略）  

附 則  

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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提案理由  

平成３１年４月１日をもって西条市石鎚山ハイウェイオアシス館が廃止されるた

め、所要の条例改正を行おうとするものである。  
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議案第３４号 

 

西条市母子生活支援施設設置及び管理条例の一部を改正する条例につい  

て 

 

西条市母子生活支援施設設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定

める。  

 

平成３１年２月２６日提出  

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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西条市母子生活支援施設設置及び管理条例の一部を改正する条例  

西条市母子生活支援施設設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第１１６号）

の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。  

改正後 改正前 

（入所） （入所） 

第３条 施設の入所定数は次のとおりと

する。 

第３条 施設の入所定数は次のとおりと

する。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 西条市すみれ荘１１世帯 (2) 西条市すみれ荘２０世帯 

２ （略） ２ （略） 

附 則  

この条例は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。  
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提案理由  

母子生活支援施設統合整備事業による「西条市すみれ荘」の改修に伴い、施設の

部屋数が減少するため、所要の条例改正を行おうとするものである。  
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議案第３５号  

 

西条市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について  

 

西条市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように定める。  

 

平成３１年２月２６日提出  

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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西条市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例  

西条市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年西条市条例第２１号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。  

改正後 改正前 

（職員） （職員） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のい

ずれかに該当する者であって、都道府

県知事が行う研修を修了したものでな

ければならない。 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のい

ずれかに該当する者であって、都道府

県知事が行う研修を修了したものでな

ければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 学校教育法の規定による大学（旧

大学令（大正７年勅令第３８８号）

による大学を含む。）において、社

会福祉学、心理学、教育学、社会

学、芸術学若しくは体育学を専修す

る学科又はこれらに相当する課程を

修めて卒業した者（当該学科又は当

該課程を修めて同法の規定による専

門職大学の前期課程を修了した者を

含む。） 

(5) 学校教育法の規定による大学（旧

大学令（大正７年勅令第３８８号）

による大学を含む。）において、社

会福祉学、心理学、教育学、社会

学、芸術学若しくは体育学を専修す

る学科又はこれらに相当する課程を

修めて卒業した者         

                  

                  

      

(6)～(10) （略）  (6)～(10) （略） 

４、５ (略) ４、５ (略) 

附 則  

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  
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提案理由  

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令

第６３号）の一部が改正されたことに伴い、放課後児童支援員の資格要件が改められ

たため、所要の条例改正を行おうとするものである。  
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議案第３６号  

 

西条市水道布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事

監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する

条例について  

 

西条市水道布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監督者の

資格及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。  

 

平成３１年２月２６日提出  

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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西条市水道布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事

監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する

条例  

西条市水道布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監督者の

資格及び水道技術管理者の資格を定める条例（平成２５年西条市条例第１４号）の一

部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。  

改正後 改正前 

（布設工事監督者の資格） （布設工事監督者の資格） 

第３条 法第１２条第２項に規定する条

例で定める資格は、次のとおりとす

る。 

第３条 法第１２条第２項に規定する条

例で定める資格は、次のとおりとす

る。 

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略） 

(8) 技術士法（昭和５８年法律第２５

号）第４条第１項の規定による第２

次試験のうち上下水道部門に合格し

た者（選択科目として上水道及び工

業用水道           を選択した者

に限る。）で、１年以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有

する者 

(8) 技術士法（昭和５８年法律第２５

号）第４条第１項の規定による第２

次試験のうち上下水道部門に合格し

た者（選択科目として上水道及び工

業用水道又は水道環境を選択した者

に限る。）で、１年以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有

する者 

２ （略） ２ （略） 

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

（経過処置）  

２ この条例の施行前に行われた技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項

の規定による第２次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、

選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の西条市水道

布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水

道技術管理者の資格を定める条例第３条第１項第８号の適用については、同法第

４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者

であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。  
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提案理由  

水道法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年厚生労働省令第１４８号）が

施行されたことに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。  

 

関係法令  

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）  

（技術者による布設工事の監督）  

第１２条 水道事業者は、水道の布設工事（当該水道事業者が地方公共団体である場

合にあっては、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。）を自ら

施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者

に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせなければならな

い。  

２ 前項の業務を行う者は、政令で定める資格（当該水道事業者が地方公共団体であ

る場合にあっては、当該資格を参酌して当該地方公共団体の条例で定める資格）

を有する者でなければならない。  
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議案第３７号  

 

西条市火災予防条例の一部を改正する条例について  

 

西条市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

平成３１年２月２６日提出  

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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西条市火災予防条例の一部を改正する条例  

西条市火災予防条例（平成１６年西条市条例第２０６号）の一部を次のように改

正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。  

改正後  改正前  

第４７条 （略）  第４７条 （略）  

（防火対象物の消防用設備等の状況の

公表）  

 

第４７条の２ 消防長は、防火対象物を

利用しようとする者の防火安全性の判

断に資するため、当該防火対象物の消

防用設備等 (法第１７条第１項に規定

する消防用設備等をいう。 )の状況

が、法、令若しくはこれに基づく命令

又はこの条例の規定に違反するとき

は、その旨を公表することができる。  

 

２ 消防長は、前項の規定による公表を

しようとするときは、当該防火対象物

の関係者にその旨を通知するものとす

る。  

 

３ 第１項の規定による公表の対象とな

る防火対象物及び違反の内容並びに公

表の手続は、規則で定める。  

 

附 則  

この条例は、平成３２年４月１日から施行する。  
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提案理由  

消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その違反内容等を公表

する制度を開始するため、所要の条例改正を行おうとするものである。  
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議案第３８号  

 

西条市化学分析センター設置及び管理条例を廃止する条例について  

 

西条市化学分析センター設置及び管理条例を廃止する条例を次のように定める。  

 

平成３１年２月２６日提出  

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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西条市化学分析センター設置及び管理条例を廃止する条例  

西条市化学分析センター設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第１４８号）

は、廃止する。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

（西条市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）  

２ 西条市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１６年西条市条例第４４号）の一

部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。  

改正後  改正前  

別表（第２条関係）  別表（第２条関係）  

特殊勤務手当表  特殊勤務手当表  

種類 内訳 支給する者

の範囲 

支給額 

１～１０ 

（略） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

１１ (略)    
 

種類 内訳 支給する者

の範囲 

支給額 

１～１０ 

（略） 

   

１１ 有害

物取扱手

当 

 化学分析セ

ンターに勤

務し、有害

な物質の分

析業務に従

事すること

を常態とし

た職員 

１日につ

き ２９

０円 

１２ (略)    
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提案理由  

平成３０年度末をもって西条市化学分析センターの運営を終了することに伴い、

条例を廃止しようとするものである。 


